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令和５年度塩尻市下水道事業会計  

決 算 審 査 意 見 書  
 

 

 

 この審査は塩尻市監査基準に基づき実施した。 

 

１ 審査の種類 

地方公営企業法第３０条第２項に規定する決算審査 

 

２ 審査の対象 

令和５年度塩尻市下水道事業会計決算  

 

３ 審査の着眼点 

決算その他関係書類が法令に適合しかつ正確であるか、かつ下水道事業の経営及び財産

運営が適正かつ効率的に執行されているか、また、計数に誤りがないか等を主眼として審査

を実施した。 

 

４ 審査の主な実施内容 

市長から審査に付された決算書類について関係職員から説明を受け、定期監査、例月出

納検査等の結果を参考にし、関係諸帳簿及び証書類との照合等の審査を実施した。 

 

５ 実施日程及び場所  令和６年６月２８日（金） 

 塩尻市保健福祉センター ３階 第１交流室 

 

６ 審査の結果 

審査に付された当事業会計の事業報告書、決算書、財務諸表及びその他の書類は、いずれ

も地方公営企業関係法令に規定された様式により作成されており、決算書等に記載された計

数については、関係諸帳簿及び証書類と照合した結果、誤りのないものと認めた。また、事業

の経営成績及び財政状態についても、適正に表示されており、正確であることを認めた。 

なお、審査の過程において明らかになった当事業会計の決算概要及び審査の所見は、次の

とおりである。 
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令 和 ５ 年 度 塩 尻 市 下 水 道 事 業 会 計 
 

１ 事 業 の 概 要  
 

本市の下水道事業については、安全で快適な住環境の創出、河川などの公共水域の保全

を目的に、持続可能な下水道を目指し、安定的な下水道処理機能の運営、老朽施設等の改修、

雨水管渠
きょ

の整備等の下水道施設の整備を進めてきた。 

 

当年度の事業運営については、不断の下水処理や施設の延命化などによる持続可能な下

水道を目指し、下水道施設の機能維持と増進に取り組んだ。 

   施設整備においては、ストックマネジメント計画に基づく管路調査及び農業集落排水統合に

向けた接続管路の整備並びに浄化センター送風機設備の更新工事などに取り組み、不断の

下水処理に努めてきた。 

 

当年度末の下水道の普及状況については、対象区域（認可計画区域）内人口の61,638人

に対する処理区域内人口は61,623人で、対象区域内普及率は前年度と同様に99.9％であ

る。また、水洗化人口は60,519人で、処理区域内人口に対する水洗化率は98.2％（前年度

比0.1ポイント増加）となっている。 

   前年度決算書の業務報告の数値と比較して、対象区域（認可計画区域）内人口 は 

322人（0.5％）の減少、処理区域内人口は322人（0.5％）の減少、水洗化人口は222人

（0.4％）の減少となった。 

 

塩尻市浄化センターにおける当年度の年間処理水量は7,631,846㎥で、前年度と比較し

て485,550㎥（6.8％）の増加となった。 

また、楢川浄化センターにおける当年度の年間処理水量は191,148㎥で、前年度と比較し

て4,801㎥（2.6％）の増加となり、辰野町分を除いた小野水処理センターにおける当年度の

年間処理水量は131,681㎥で、前年度と比較して821㎥（0.6％）の増加となった。 

 

なお、当事業における当年度の年間有収水量は6,721,625㎥で、前年度と比較して

9,972㎥（0.1％）の減少となったため、当年度の有収率は84.5％となり、前年度と比較して

5.7ポイントの減少となった。 

 

当年度の建設事業については、公共下水道事業（塩尻処理区）のうち、事業計画区域

1,430.6haのうち、吉田地区などにおいて、汚水支線工事等を延長270.2ｍ施工したことに

より、供用面積は0.5ha拡大し、1,403.3haとなった。 

下水道ストックマネジメント事業では、管路施設において管更生工事を延長366.6ｍ施工

し、塩尻市浄化センターにおいて送風機設備の更新を行った。 

下水道施設耐震化等推進事業では、避難施設からの汚水を受ける管路等を対象に、耐震

化工事を施工した。 

  また、公共関連特定環境保全公共下水道事業（太田・洗馬処理区）において、農業集落排

水の公共下水道への統合に向けた汚水幹線工事（延長279.7ｍ）を施工した。 
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２ 経 営 の 状 況  

 

収 益 的 収 支 に つ い て は 、 収 入 総 額 は 2,807,181,906 円 （ 消 費 税 込 み の 額 は 、

2,957,936,783円）であり、前年度と比較して9,555,984円（0.3％）の減少となった。  

これに対して、支出総額は2,429,169,165円（消費税込みの額は、2,556,270,294円）

で あ り 、 前 年 度 と 比 較 し て 69,442,083 円 （ 2.8 ％ ） の 減 少 と な り 、 収 支 差 引 額 の

378,012,741円が当年度純利益となっている。 

 

資 本 的 収 支 に つ い て は 、 収 入 総 額 は 1,077,555,452 円 （ 消 費 税 込 み の 額 は

1,108,713,320円）であり、前年度と比較して5,289,937円（0.5％）の減少となった。 

これに対して、支出総額は2,152,789,024円（消費税込みの額は、2,207,092,676円）

であり、前年度と比較して49,762,789円（2.4％）の増加となり、資本的収入額が資本的支

出額に対して不足する額1,098,379,356円（消費税込みの額）は、前年度繰越工事資金

10,500,000 円 、 当 年 度 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 23,145,784 円 、 減 債 積 立 金

318,126,642円、過年度分損益勘定留保資金132,701,628円及び当年度分損益勘定留

保資金613,905,302円によって補塡されている。 

 

   下水道使用料の未収金については、前年度末時点の未収金総額26,714,723円（消費税

込みの額）は、過年度損益修正損による72,770円の減額により、当年度の滞納繰越分未収

金は26,641,953円となった。そのうち、23,018,804円（消費税込みの額）が収納され、

92,270円（消費税込みの額）が還付され、また、時効等の理由により248,715円（消費税込

みの額）が不納欠損として処理されて、当年度末時点の滞納繰越分未収金は3,466,704円

（消費税込みの額）となった。 

これに、当年度末時点の当年度分未収金29,990,310円（消費税込みの額）を加え、当年

度末時点の下水道使用料の未収金総額は33,457,014円（消費税込みの額）となった。 

これを前年度と比較すると、当年度分は7,587,440円（33.9％）の増加、滞納繰越分は

845,179円（19.6％）の減少、総額では6,742,291円（25.2％）の増加となった。 

なお、下水道使用料の収納率については、当年度分が98.2％（対前年度比0.4ポイント減

少）、滞納繰越分が86.1％（対前年度比5.7ポイント増加）で、合計では98.0％（対前年度比

0.3ポイント減少）となった。 
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下水道事業の経営状況は、表１のとおりである。 

 

（表１） 令和５年度下水道事業比較損益計算書（消費税抜きの額） 

比 較 増 減 前年度比

金  額 (A)　(円) 構成比(%) 金  額 (B)　(円) 構成比(%) (A) - (B) 　(円)(A)/(B) (%)

2,807,181,906 100.0 2,816,737,890 100.0 △ 9,555,984 99.7

1 2,042,564,791 72.8 2,014,082,227 71.5 28,482,564 101.4

(1) 下水道使用料 1,505,189,309 53.6 1,499,820,154 53.3 5,369,155 100.4

(2) 他会計負担金 534,284,000 19.1 511,004,000 18.1 23,280,000 104.6

(3) その他営業収益 3,091,482 0.1 3,258,073 0.1 △ 166,591 94.9

2 764,617,115 27.2 801,899,663 28.5 △ 37,282,548 95.4

(1)
受取利息
　　及び配当金

0 － 0 － 0 －

(2) 補助金 3,700,000 0.1 22,554,000 0.8 △ 18,854,000 16.4

(3) 長期前受金戻入 759,750,385 27.1 778,958,269 27.7 △ 19,207,884 97.5

(4) 雑収益 1,038,105 0.0 387,394 0.0 650,711 268.0

(5) 引当金戻入益 128,625 0.0 0 － 128,625 皆増

3 0 － 756,000 0.0 △ 756,000 皆減

(1) 過年度損益修正益 0 － 756,000 0.0 △ 756,000 皆減

2,429,169,165 100.0 2,498,611,248 100.0 △ 69,442,083 97.2

1 2,221,661,650 91.5 2,261,848,359 90.6 △ 40,186,709 98.2

(1) 管渠費 104,877,719 4.3 97,446,550 3.9 7,431,169 107.6

(2) 浄化センター費 438,274,630 18.0 476,578,809 19.1 △ 38,304,179 92.0

(3) 小野水処理場費 18,157,134 0.8 18,932,320 0.8 △ 775,186 95.9

(4) 楢川処理場費 34,484,591 1.4 27,819,419 1.1 6,665,172 124.0

(5) 水質規制費 6,785,286 0.3 6,265,871 0.3 519,415 108.3

(6) 普及促進費 0 - 1,482,580 0.1 △ 1,482,580 皆減

(7) 業務費 76,443,637 3.2 77,818,182 3.1 △ 1,374,545 98.2

(8) 総係費 48,365,895 2.0 37,977,134 1.5 10,388,761 127.4

(9) 減価償却費 1,481,223,951 61.0 1,500,308,157 60.0 △ 19,084,206 98.7

(10) 資産減耗費 13,048,807 0.5 17,219,337 0.7 △ 4,170,530 75.8

2 207,255,796 8.5 236,110,648 9.4 △ 28,854,852 87.8

(1)
支払利息及び
　企業債取扱諸費

206,760,848 8.5 232,893,752 9.3 △ 26,132,904 88.8

(2) 雑支出 494,948 0.0 3,216,896 0.1 △ 2,721,948 15.4

3 251,719 0.0 652,241 0.0 △ 400,522 38.6

(1) 過年度損益修正損 251,719 0.0 652,241 0.0 △ 400,522 38.6

378,012,741 － 318,126,642 － 59,886,099 118.8

令和４年度令和５年度

特別利益

収
 
 

益
 
 
の
 
 

部

費
 
 

用
 
 
の
 
 

部

特別損失

当 年 度 純 利 益

区　　分　

　科　　目

総収益

営業収益

営業外収益

総費用

営業外費用

営業費用

  

 

総収益は2,807,181,906円で、前年度と比較して9,555,984円（0.3％）の減少となった。 

その内容としては、営業収益が2,042,564,791円で総収益の72.8％を占めている。この

内訳は、下水道使用料1,505,189,309円（総収益の53.6％）、他会計負担金53,284,000

円（総収益の19.1％）などであった。 
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営業外収益は、補助金3,700,000（総収益の0.1％）、長期前受金戻入759,750,385円

（総収益の27.1％）などであった。 

総費用は2,429,169,165円で、前年度と比較して69,442,083円（2.8％）の減少となっ

た。 

その内容としては、営業費用が2,221,661,650円で総費用の91.5％を占めている。この

内 訳 は 、 浄 化 セ ン タ ー 費 の 438,274,630 円 （ 総 費 用 の 18.0 ％ ） 、 減 価 償 却 費 の

1,481,223,951円（総費用の61.0％）などであった。 

営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費並びに雑支出であり、207,255,796円（総

費用の8.5％）であった。 

このほかに、特別損失として過年度損益修正損の251,719円が計上されている。 

 

この結果、当年度純利益の 378,012,741 円及び減債積立金の取り崩しに伴い発生したそ

の他未処分利益剰余金変動額 318,126,642 円が当年度未処分利益剰余金となって、合計

696,139,383 円が令和６年度に繰り越された。 

なお、この令和６年度へ繰り越された未処分利益剰余金は、市議会の議決を経て、

378,012,741円が減債積立金に積み立てられ、318,126,642円が自己資本金へ組み入れ

られる予定である。 

 

下水道事業会計においては、平成20年度決算から令和５年度決算まで、16期連続して利

益が計上されたことにより、着実に経営改善が図られてきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

３ 財 政 の 状 況 
 

貸借対照表により当年度の財政状況をみると、年度末の資産合計と負債資本合計がそれ

ぞれ34,630,181,079円であり、前年度と比較して865,682,076円（2.4％）の減少となっ

た。 

 

(1) 資産について 
 

（表２） 資 産 の 部 

比較増減 前年度比

金  額  （A) 構成比 金  額  （B) 構成比 （A) - （B) (A)/(B)

 (円) (％)  (円) (％)  (円) (％)

1 33,734,656,107 97.4 34,660,370,901 97.6 △ 925,714,794 97.3

33,717,938,369 97.4 34,641,906,535 97.6 △ 923,968,166 97.3

16,717,738 0.0 18,464,366 0.0 △ 1,746,628 90.5

2 895,524,972 2.6 835,492,254 2.4 60,032,718 107.2

34,630,181,079 100.0 35,495,863,155 100.0 △ 865,682,076 97.6

令 和 ５ 年 度 令 和 ４ 年 度区  分　

　科  目

資　産　合　計

固定資産

流動資産 

　(1)　有形固定資産

　(2)　無形固定資産

 

 

ア 固定資産のうちの有形固定資産については、33,717,938,369円となり、前年度と比

較して923,968,166円（2.7％）の減少となった。 

 その内容としては、当年度中に増加した有形固定資産が820,504,433円であり、この

うちの主なものは、構築物中の排水施設が415,481,109円、機械及び装置中の電気計

装設備が248,931,267円であった。その一方で、当年度中に減少した有形固定資産が

392,058,405円あり、実質的には、当年度中に有形固定資産が428,446,028円

（1.3％）増加して61,809,708,889円となったものの、ここから減価償却累計額の

28,091,770,520 円 を 差 し 引 く と 、 有 形 固 定 資 産 （ 当 年 度 末 償 却 未 済 高 ） は

33,717,938,369円となり、結果的に、有形固定資産が前年度と比較して減少したもの

である。 

無形固定資産については、施設利用権であるが、年度当初の18,464,366円から当

年度減価償却額1,746,628円を差し引いて、当年度末には16,717,738円となった。 

 

イ 流動資産895,524,972円は、現金預金が当年度中に60,537,530円（8.9％）増加

して676,571,887円となったこと、未収金が当年度中に15,880,048円（8.3％）増加

して190,480,395 円となったことなどにより、前年 度と比 較して60,032,718円

（6.7％）の増加となった。 
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 (2) 負債及び資本について 
 

（表３） 負 債 及 び 資 本 の 部 

比較増減 前年度比

金  額  （A) 構成比 金  額  （B) 構成比 （A) - （B) (A)/(B)

 (円) (％)  (円) (％)  (円) (％)

3 固定負債 13,296,883,377 38.4 14,216,838,082 40.1 △ 919,954,705 93.5

4 流動負債 1,756,366,445 5.1 1,791,411,624 5.1 △ 35,045,179 98.0

5 繰延収益 13,944,120,862 40.3 14,232,815,795 40.1 △ 288,694,933 98.0

6 資本金 4,478,441,939 12.9 4,139,873,391 11.7 338,568,548 108.2

7 剰余金 1,154,368,456 3.3 1,114,924,263 3.1 39,444,193 103.5

34,630,181,079 100.0 35,495,863,155 100.0 △ 865,682,076 97.6負債資本合計

令 和 ５ 年 度 令 和 ４ 年 度区  分　

　科  目

 

ア 固定負債の13,296,883,377円は、前年度と比較して919,954,705円（6.5％）の減

少となった。 

  その内容としては、企業債が13,247,389,499円、退職給付引当金49,493,878円

が計上されている。 

 

イ 流動負債の1,756,366,445円は、前年度と比較して35,045,179円（2.0％）の減少

となった。 

  その内 容としては、１年 以 内に返 済 予 定の企業 債 1,528,956,286 円と未払 金

216,432,790円などが計上されている。 

 

ウ 繰延収益の13,944,120,862円は、前年度と比較して288,694,933円（2.0％）の減

少となった。 

その内容としては、長期前受金29,312,625,452円と長期前受金収益化累計額が△

15,368,504,590円として計上されている。 

 

エ 資本金の4,478,441,939円は、前年度と比較して338,568,548円（8.2％）の増加

となった。 

 

オ 剰余金の1,154,368,456円は、前年度と比較して39,444,193円（3.5％）の増加と

なった。 
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(3)  経営の効率性及び健全性について 
 

経営の効率性及び健全性の状況及びその推移は、表４のとおりである。 
 

（表４） 経営の効率性及び健全性の状況比率表 
 

 

 

 

 

 

 

 

  経費 

 

ア 経常収支比率は115.6％で、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管

理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である。当該指標は、単年

度の収支が黒字であることを示す100％以上となっていることが必要とされている。 

 

イ 累積欠損金比率は、営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度

からの繰越利益剰余金等でも補塡することができず、複数年度にわたって累積した欠損金の

こと）の状況を表す指標である。当該指標は、累積欠損金が発生していないことを示すことが

求められる。 

 

ウ 有形固定資産減価償却率は45.9％で、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がど

の程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合を示している。一般的に、数値が

100％に近いほど、保有資産が法定耐用年数に近づいていることを示すものであり、将来の

施設の改築（更新・長寿命化）等の必要性を推測することができる。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経常収益

経常費用

当年度未処理欠損金

営業収益 － 受託工事収益

有形固定資産 有形固定資産減価償却累計額

減価償却率 償却有形固定資産帳簿原価

令和３年度

112.7 113.7

(％)

0.0

44.1 × 100

 × 100

45.9

115.6

0.0 0.0

41.9

累 積 欠 損 金 比 率

(％)

算　　　　　　　　式

 × 100

区　　　分

経 常 収 支 比 率

令和５年度 令和４年度

(％)
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(4)  財務の状況について 
 

財務の状況を示す財務比率及びその推移は、表５のとおりである。 
 

（表５） 財 務 比 率 表 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   ※算式は、会計基準見直し後のもの 

 

 

 

ア 自己資本構成比率は 56.5％で、この比率が高いほど、自己資本の安定性が高いとさ

れている。 
 

イ 固定比率は172.3％で、この比率は、事業の固定的かつ長期的な安全性の指標であり、

100％以下であることが望ましいとされている。 
 

ウ 固定資産対長期資本比率は102.6％で、この比率は、固定資産の調達が資本金、剰余

金及び固定負債の範囲内で行われているかどうかを示すものであり、100％以下で、か

つ、より低いことが望ましいとされている。 
  

エ 流動比率は51.0％、酸性試験（当座）比率は38.6％で、この比率は、事業の財政的な

安定性及び支払能力を示すものであり、流動比率は200％以上が、酸性試験（当座）比

率は100％以上が望ましいとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本金 ＋  繰延収益

負債資本合計

固定資産

資本金 ＋ 剰余金 ＋ 繰延収益

固定資産対 固定資産

長期資本比率 資本金＋剰余金＋固定負債＋繰延収益

流動資産

流動負債

現金預金 ＋ 未収金 － 貸倒引当金

流動負債

令和３年度

177.9

54.9

183.4

52.9

(％)

56.5

38.6 44.0

102.8

51.0 46.6

令和５年度 令和４年度

(％) (％)

固 定 比 率

 × 100

 × 100

算　　　　　　　　式

 × 100

区　　　分

自 己 資 本 構 成 比率

 × 100流 動 比 率

172.3

酸性試験(当座)比率

51.7

51.3

102.9102.6

 × 100
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４ 審 査 の 所 見 
 

(1) 当事業会計の決算については、工事関係等関係諸帳簿及び証書類は整理され、会計経

理も適正に処理されている。当事業の経営及び財政運営については、今後も法令に基づ

き、適正かつ効率的に執行していただきたい。 

 

(2) 当年度決算は、前年度と比較すると59,886,099円（18.8％）増加し、378,012,741

円の当年度純利益が計上された。 

下水道事業会計においては、平成20年度決算から令和５度決算まで、16期連続して

純利益が計上されていることから、着実に経営改善が図られてきていると評価するもので

ある。 

 

（3）  令和５年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、下

水道使用料等の収益の増加や、維持管理費等の費用の減少により、前年度比2.9ポイント

増加の115.6％となり、健全経営の水準とされる100％を上回っている。 

また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比7.4ポイント増の115.4％と

となり、事業に必要な費用（一般会計が負担すべき経費を除く。）を下水道使用料で賄えて

いる状況とされる100％を上回っている。 

    償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.8ポ 

イント増加の45.9％で、保有資産の老朽化が進んでいる。法定耐用年数を経過した 

管渠
きょ

延長の割合を示す管渠老朽化率は0％で法定耐用年数を経過した管渠はないが、将 

来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を 

行っていく必要がある。 

 

（単位:％） 

区  分 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 

経 常 収 支 比 率 115.6 112.7 113.7 109.0 109.4 

経 費 回 収 率 115.4 108.0 108.8 102.9 103.6 

有形固定資産減価償却率 45.9 44.1 41.9 40.3 38.2 

管 渠 老 朽 化 率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

(4) 管路施設の延命化等を推進する下水道長寿命化事業では、計画的に管の更生工事が

行われており評価できるものである。 

 

(5) 対象区域内普及率は、前年度と比較すると昨年同様の99.9％であるが、水洗化率は、

前年度と比較すると0.1ポイント増加して98.2％となった。 

対象区域内の公共下水道への接続は、下水道法の規定によって義務付けられているこ

とでもあるので、今後は、積極的にこれを解消することに努め、全戸水洗化の実現に向け、

下水道事業を推進していただきたい。 

   



- 11 - 

(6)  塩尻市浄化センター、楢川浄化センター及び小野水処理センターの３箇所の処理場を 

合 計 した年 間 処 理 水 量 は、前 年 度 と比 較 すると491,172㎥（6.6％）増 加 して 

7,954,675㎥であった。 

また、３処理場を合計した年間有収水量は、前年度と比較すると9,972㎥（0.1％）減

少して6,721,625㎥で、有収率は、前年度と比較すると5.7ポイント減少して84.5％と

なっている。 

今後も、有収率を下げる要因となる雨水の流入等の状況を調査し、費用対効果に配

慮するなかで、引き続き施設の改善に努めていただきたい。 

 

(7) 下水道使用料の収納状況について、当年度中に253,315円の不納欠損処理を行い、

当年度末における下水道使用料の未収金額は33,457,014円となり、これを前年度と比

較すると6,742,291円（25.2％）増加した。 

当年度分と滞納繰越分を合わせた当年度全体の収納率は、前年度と比較すると0.3ポ

イント減少し、98.0％となっている。 

今後も、未収金を少しでも減らすとともに、収納率を向上させるため、なお一層の努力

をしていただきたい。 

 

(8) 下水道事業会計における下水道使用料の未収金に対する不納欠損処理については、 

不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金253,315円を取り崩した。 

下水道使用料は強制徴収公債権であるため、塩尻市債権管理条例に基づき、地方税

法の例により債権管理を行うこととなる。未収金の不納欠損処理を行う際には、対象者の

状況を個々に十分に調査し、それぞれとるべき措置を講じて行うように努めていただきた

い。 

 

（9） 下水道が主体的に取り組むものとして、処理水質の一層の改善や水源としての処 理水 

導水による流況改善､安定池やせせらぎ水路の棲み場となる空間の創出などが挙げられ

る。環境にやさしく、衛生的で快適な暮らしを実現するためには、川や海などの汚れの原

因になっている家庭からの排水を「下水道」や「合併処理浄化槽」による汚水処理は必要

不可欠である。 

本市は信濃川水系の奈良井川上流域に位置している。河川の上流域に存する自治体とし 

て、下水道事業においては、引き続き、「下流域にはきれいな水を放流していく。」という使命

感を持って取り組んでいただきたい。 

     

(10) 地方公営企業会計制度については、職員一人ひとりがさらに理解を深め、会計基準に 

よる財務諸表の変化や動向を把握し、分析するなど、経営状況を再確認することで、下

水道事業の内容を市民や市議会に、わかりやすく説明していくよう努めていただきた

い。 

 

（11） 今後、新たな経済や社会の変化が急激なスピードで進展する可能性があり、下水道事

業を取り巻く環境も厳しくなるものと危惧される。「塩尻市下水道ビジョン」及び「塩尻市 
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下水道事業経営戦略」に沿って、健全で、効率的かつ安定的な財政運営や事業経営に 

努めていただきたい。 

 

（12） 下水道事業は建設投資額が巨額になるため、財政運営に与える影響は大きく、近年の 

人口減少、少子・超高齢社会の進行やこれまで整備してきた下水道施設の老朽化に伴う 

改築・修繕費用の増加など、下水道事業を取り巻く環境はより厳しさを増している。また、 

管渠や処理場の資産が増えれば、維持管理費の増大、改築更新費の増大も懸念される。 

本市における普及率は99.9％であるが、持続可能な汚水処理運営を図るため、これ 

からは、下水道と合併処理浄化槽の総合的な役割分担といった整備事業展開の方向 

について検討していただきたい。 

 

（13） 決算審査に伴う現地調査は１事業１工事を調査した。現地調査した結果、調査対象事 

業に対して意見を付す点はない。 

 

     【調査対象事業】 

《令和４年度繰越》 「市単公共関連特定環境保全公共下水道事業 琵琶橋水管橋 

改築工事」 

 

 


